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開
　
催

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

教
室
担
当
の
申
込
共
通
事
項

くらし 子育て・教育福祉・健康 スポーツ審議会・委員会

養
育
家
庭︵
ほ
っ
と
フ
ァ
ミ

リ
ー
︶体
験
発
表
会　

養
育

家
庭
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
親

と
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い

子
ど
も
を
、
養
子
縁
組
を
目
的
と
せ

ず
に
、
家
庭
に
近
い
環
境
で
養
育
す

る
家
庭
の
こ
と
で
す
。
実
際
に
養
育

家
庭
と
し
て
子
育
て
を
し
て
い
る
方

に
よ
る
体
験
を
発
表
し
ま
す（
申
込

不
要
）。　
日
時
10
月
30
日（
水
）の
午

後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分　
場
所
ア

キ
シ
マ
エ
ン
シ
ス
校
舎
棟　
定
員
50

人（
先
着
順
）　
〈
子
ど

も
家
庭
支
援
係（
ア
キ

シ
マ
エ
ン
シ
ス
校
舎
棟 

内
）☎
543
９
０
４
６
〉

フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
マ
パ
パ
学
級

日
時
11
月
16
日（
土
）の
午
前

９
時
30
分
〜
正
午　
場
所
あ
い
ぽ
っ

く　
対
象
安
定
期（
妊
娠
16
週
以
降
）

の
妊
婦
と
パ
ー
ト
ナ
ー　
内
容
助
産

師
の
講
話
、
沐も

く
浴
実
習
、
妊
婦
体
験

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
試
着　

定
員
30
組

（
申
込
順
）　
申
込

10
月
２
日
か
ら
母

子
保
健
係（
あ
い

ぽ
っ
く
内
）☎
543 

７
３
０
３
へ

自
主
市
民
講
座﹁
子
育
て
中

の
お
母
さ
ん
に
楽
し
ん
で
欲

し
い
！
７
日
間
の
息
抜
き
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
﹂　

お
母
さ
ん
が
楽
し
む

体
験
が
よ
り
良
い
子
育
て
に
つ
な
が

る
こ
と
を
、
ヨ
ガ
や
セ
ル
フ
マ
ッ

サ
ー
ジ
な
ど
を
通
し
て
学
び
ま
す
。　

日
時
12
月
２
日（
月
）・
16
日（
月
）、

令
和
７
年
１
月
10
日（
金
）・
27
日

（
月
）、
２
月
７
日（
金
）・
17
日（
月
）、

３
月
10
日（
月
）の
午
前
10
時
〜
正
午

（
全
７
回
）　
場
所
公
民
館　
定
員
30

人（
申
込
順
）　
保
育
１
歳
以
上
の
未

就
学
児
12
人（
申
込
順
／
10
月
31
日

ま
で
に
要
申
込
）　

※
参
加
決
定
し

た
方
は
11
月
25
日
に
行
う
保
育
説
明

会
に
参
加
を　
企
画
・
運
営
青
空
子

育
て
サ
ー
ク
ル
た
け
の
こ
Ｏ
Ｇ
・
Ｏ

Ｂ　
申
込
10
月
17
日
か
ら
公
民
館
☎

544
１
４
０
７
へ

教
育
委
員
会
定
例
会　
日
時

10
月
10
日（
木
）の
午
後
２
時

30
分
か
ら　
場
所
市
役
所
３
階
庁
議

室　

傍
聴
直
接
会
場
へ　
〈
教
育
総

務
課
庶
務
係
〉

行
財
政
改
革
推
進
会
議

日
時
10
月
11
日（
金
）の
午
後

６
時
30
分
か
ら　
場
所
市
役
所
３
階

庁
議
室　
傍
聴
市
役
所
西
側
出
入
口

か
ら
直
接
会
場
へ　
〈
行
政
経
営
担

当
〉

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
連

携
推
進
計
画
策
定
委
員
会

日
時
10
月
23
日（
水
）の
午
後
６
時
30

分
か
ら　

場
所
市
役
所
204
会
議
室　

傍
聴
市
役
所
西
側
出
入
口
か
ら
直
接

会
場
へ　
〈
市
民
活
動
推
進
係
〉

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
教
室　
日
時

11
月
９
日（
土
）・23
日（
祝
）・

30
日（
土
）、
12
月
14
日（
土
）の
午
前

10
時
〜
正
午（
全
４
回
）　
場
所
総
合

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　
対
象
15
歳
以

上
の
方（
中
学
生
を
除
く
）　
※
親
子

で
参
加
す
る
場
合
の
み
小
・
中
学
生

も
可　

定
員
20
人（
初
め
て
の
方
優

先
／
多
数
抽
選
）　

参
加
費
１
回

１
０
０
０
円（
小
・
中
学
生
は
500
円
）　

申
込
右
下
の
申
込
共
通
事
項
の
と
お

り

子
ど
も
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
教
室

日
時
11
月
９
日（
土
）・
23
日

（
祝
）・
30
日（
土
）、
12
月
14
日（
土
）

の
午
後
１
時
〜
３
時（
全
４
回
）　
場

所
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　
対
象

小
・
中
学
生　
定
員
20
人（
初
め
て
の

方
優
先
／
多
数
抽
選
）　

参
加
費
１

回
500
円　
申
込
右
下
の
申
込
共
通
事

項
の
と
お
り

ラ
グ
ビ
ー
体
験
教
室　
ク
リ

タ
ウ
ォ
ー
タ
ー
ガ
ッ
シ
ュ
昭

島
の
選
手
か
ら
学
び
ま
す
。　
対
象・

期
日
▽
小
学
１
〜
３
年
生
＝
11
月
10

日（
日
）　
▽
小
学
４
〜
６
年
生
＝
11

月
24
日（
日
）　
※
い
ず
れ
も
雨
天
中

止　

時
間
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

場
所
栗
田
工
業
昭
島
グ
ラ
ウ
ン
ド

（
代
官
山
２
丁
目
）　

定
員
各
25
人

（
多
数
抽
選
）　
申
込
左
の
申
込
共
通

事
項
の
と
お
り

10
月
15
日（
消
印
有
効
）ま
で
に
次
の

方
法
で　
※
ひ
と
つ
の
教
室
に
つ
き

１
人（
親
子
は
１
組
）１
通
の
み　
▽

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら　
▽
郵
送
＝
往
復
は
が
き
に

教
室
名（
１
通
に
つ
き
ひ
と
つ
）と
、

住
所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
年
齢（
学

年
も
）・
性
別
・
電
話
番
号
を
記
入

し
、
〒
196-

０
０
３
３
東
町
５-

13-

１　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
教
室

担
当
へ（
返
信
面
に
も
住
所
・
氏
名
を

記
入
）　
〈
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

教
室
担
当
☎
544
４
１
５
１
〉

固定資産税の申告・申請を固定資産税の申告・申請を
　土地の課税は、その土地の利
用状況により異なります。市内
に土地を所有していて、次のい
ずれかに該当する場合は、申告・
申請してください。
◎ 私道に対する非課税＝12月27

日までに申請を
＊ 所有する土地の一部（未分筆）
に公共の用に供する道路（通行
制限などを設けずに不特定多
数の人が利用できる道路で、
一定の条件を満たすもの）があ
り、道路部分の地積を地積測
量図などで特定できる

◎ 住宅用地などの用途変更（令和
７年１月１日までに行ったも
の）＝１月31日までに申告を
＊ 事業用家屋（店舗・事務所・工

場・倉庫・旅館など）を住宅に
用途変更した
＊ 住宅を事業用家屋に用途変更
した
＊ 一棟に住宅用と事業用の部分
がある家屋について、一部ま
たは全部を用途変更した
＊ 隣接する土地を売買や相続な
どで取得し、非住宅用地（更地・
事務所など）から住宅用地（庭
や自家用駐車場など）へ、また
は、住宅用地から非住宅用地
へ用途変更した
＊ 住宅用地の一部を貸し駐車場
とした
＊家屋を取り壊した
☆詳しくは、土地資産税係、ま
たは、家屋資産税係へ。


